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平成２３年１月１４日 

各 位 

会 社 名 ニッケ（日本毛織株式会社） 

代 表 者 名 取 締 役 社 長 佐 藤  光 由 

（コード番号 ３２０１ 東証・大証各第一部） 

本社所在地 大阪市中央区瓦町３丁目３番１０号 

問い合せ先 法務ＩＲ広報室長 小 宮 純 一 

（ＴＥＬ.０６－６２０５－６６１７） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成23年1月14月開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成23

年２月24日開催予定の第180回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知ら

せします。 

 

記  

 

１．定款変更の目的  

グループ会社の事業拡大に伴い、現行定款第２条に定める事業目的を追加するものであ

ります。 

 

２．定款変更の内容 

  変更の内容は以下の通りであります。 

 

(下線は変更部分であります。) 

現 行 定 款 変  更  案 

第 １ 章  総    則 

 

第２条（目的）当会社は、次の事業を営むこ

とを目的とする。 

（１）＜条文省略＞ 

   ～ 

（17）＜条文省略＞ 

（18）介護保険法による居宅介護支援事業お

よび居宅サービス事業 

（19）乗馬用品、ペット用品、ペットフード

の製造、加工および販売 

＜新 設＞ 

 

＜新 設＞ 

（20）前各号に付帯若くは関連する事業 

第 １ 章  総    則 

 

第２条（目的）当会社は、次の事業を営むこ

とを目的とする。 

（１）＜現行どおり＞ 

～  

（17）＜現行どおり＞ 

（18）病院外における介護および看護に関す

る事業 

（19）＜現行どおり＞ 

 

（20）各種ソフトウェア、メディアおよび関

連商品の販売ならびに賃貸 

（21）古物の売買 

（22）前各号に付帯若くは関連する事業 
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３．日程 

  定款変更の為の株主総会開催日：平成23年２月24日（予定） 

  定款変更の効力発生日      :平成23年２月24日（予定）  

 

以  上 


